
広報ふじ 2024-77

医
療
機
関
や
薬
局
な
ど
に
か
か
る
と
き

は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
健
康
保
険
証
と
し

て
利
用
登
録
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

に
よ
る
資
格
確
認
を
原
則
と
す
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
現
行
の
健
康
保
険
証
制

健
康
保
険
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
一
体
化
し
た
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」

へ
移
行
し
ま
す

8
月
に
富
士
市
国
民
健
康
保
険
証
を

�

更
新
し
ま
す

富
士
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

い
る
世
帯
に
は
、
７
月
末
日
ま
で
に
新
し

い
保
険
証
（「
う
す
紫
色
」・
最
長
有
効
期

限
／
令
和
７
年
７
月
31
日
）
を
郵
送
し
ま

す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
「
黄
色
」
の
国

民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
６

年
７
月
31
日
で
す
。
有
効
期
限
ま
で
廃
棄

せ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
（
令
和
６
年
７
月
31
日
）
を

過
ぎ
る
と
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
細
か
く
裁

断
す
る
な
ど
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に

注
意
し
、
ご
自
身
で
処
分
を
し
て
く
だ
さ
い
。

「
黄
色
」
の
古
い
保
険
証
は
…

マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
て
い
な
い
人

も
必
要
な
保
険
診
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
左
の
❶
❷
に
該
当
す
る
人
に
は
、
健

康
保
険
証
に
代
わ
る
「
資
格
確
認
書
」
を

市
か
ら
交
付
す
る
予
定
で
す
。
交
付
時
期

や
方
法
に
つ
い
て
は
、
決
ま
り
次
第
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

❶
富
士
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
し
て
い

な
い
人

❷
富
士
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
し
て
い

る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康

保
険
証
と
し
て
利
用
登
録
を
し
て
い
な

い
人

健
康
保
険
証
廃
止
後
に
「
マ
イ
ナ
保

険
証
」
を
保
有
し
て
い
な
い
と
…

•
紙
の
保
険
証
よ
り
も
、
保
険
料
で
賄
わ

れ
て
い
る
医
療
費
を
20
円
節
約
で
き
、

自
己
負
担
も
低
く
な
り
ま
す
。

•
過
去
の
お
薬
情
報
や
、
健
康
診
断
の
結

果
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
」
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、

身
体
の
状
態
や
ほ
か
の
病
気
を
推
測
し

「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
を
使
う
メ
リ
ッ
ト

国民健康保険証が
更新されます
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8月に

富
士
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
の
人
に
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
保

険
証
の
一
斉
更
新
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
が
、
今
年
の
８
月
１
日
が
最
後

の
一
斉
更
新
と
な
り
ま
す
。

国民健康保険の被保険者の皆さんへ

！

度
は
令
和
６
年
12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
ま

す
（
12
月
２
日
以
降
は
保
険
証
の
発
行
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
）。

12
月
２
日
以
降
も
、
発
行
済
み
の
健
康

保
険
証
は
有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

12
月
２
日
以
降
に
転
居
や
世
帯
主
変
更
な

ど
の
異
動
が
生
じ
た
場
合
は
、
国
民
健
康

保
険
証
は
失
効
と
な
り
ま
す
。

て
治
療
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
お
薬
の
情
報
か
ら
お
薬
の
飲
み

合
わ
せ
や
分
量
を
調
整
し
て
も
ら
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。

•
限
度
額
適
用
認
定
証
等
が
な
く
て
も
、

高
額
療
養
費
制
度
で
定
め
ら
れ
た
限
度

額
を
超
え
る
支
払
が
免
除
さ
れ
ま
す

（
国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い
の
状
況

に
よ
り
、
利
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
）。

▲�マイナポータ
ルはこちら

1
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
る

作
る
方
法
は
、
3
つ
あ
り
ま
す
。

•
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

•
郵
便
に
よ
る
申
請

•
ま
ち
な
か
の
証
明
写
真
機
か
ら
申
請

2
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証

と
し
て
利
用
登
録
す
る

登
録
の
方
法
は
、
3
つ
あ
り
ま
す
。

•
医
療
機
関
・
薬
局
の
受
付
（
カ
ー
ド
リ

ー
ダ
ー
）
で
登
録

•「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」

か
ら
登
録

•
セ
ブ
ン
銀
行

A
T
M
で
登
録

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と
し

て
利
用
す
る
た
め
の
手
続
を
し
て
い
な
い

人
は
、
次
の
２
つ
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
マ
イ
ナ
保
険
証
」の

�

利
用
登
録
方
法


